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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則（※）

（税務課取扱い）１

告 示

○保安林の指定（２件） （森づくり推進課取扱い）１

○保安林の指定の解除予定（３件） （森づくり推進課取扱い）２

○保安林の指定施業要件の変更に係る通知の掲示 （森づくり推進課取扱い）３

○道路の供用の開始 （道路維持課取扱い）３

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく住宅確保要配

慮者居住支援法人の指定 （建築課取扱い）３

公 告

○一般競争入札公告（３件） （情報政策課取扱い）４

（薬務課取扱い）５

（管財課取扱い）７

鹿児島県税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第１号

鹿児島県税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

鹿児島県税条例等の一部を改正する条例（平成29年鹿児島県条例第22号）附則第１項第１号

に掲げる規定の施行期日は，平成30年２月26日とする。

鹿児島県告示第65号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 保安林の所在場所

熊毛郡屋久島町口永良部島字湯向1757番３（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は，択伐による。
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イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は，省略し，その図面及び関係書類を鹿児島県環境林務部

森づくり推進課及び屋久島町役場に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第66号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第２項の規定により，次のとおり保安林として

指定する。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 保安林の所在場所

出水郡長島町獅子島字立石2176番，2176番１，2177番１，2178番，2179番，2179番１，

2181番６，2182番，2183番，2183番２，2184番

２ 指定の目的

干害の防備

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は，定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び長島

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第67号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する予定である。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 解除予定保安林の所在場所

出水市上大川内字大久保2794番128

２ 保安林として指定された目的

風害の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

鹿児島県告示第68号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する予定である。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 解除予定保安林の所在場所

出水市上大川内字大久保2794番133

２ 保安林として指定された目的

風害の防備

鹿 児 島 県 公 報 平成30年１月26日（金）第3385号
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３ 解除の理由

道路用地とするため

鹿児島県告示第69号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する予定である。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 解除予定保安林の所在場所

出水市上大川内字大久保2794番139

２ 保安林として指定された目的

風害の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

鹿児島県告示第70号

平成29年12月８日農林水産省告示第2004号（以下「告示第2004号」という。）で告示された

保安林の指定施業要件の変更に係る通知の相手方の所在が不分明であるので，森林法（昭和26

年法律第249号）第189条の規定により，その通知の内容を曽於市役所に掲示するとともに，そ

の要旨を告示する。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

通 知 の 要 旨
所 在 が 不 分 明 な 者 の 氏 名

指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 変更後の指定施業要件

室屋タミ 曽於市大隅町岩川字西町6597番１，6597番２ 告示第2004号の変更後の

湯田繁夫 曽於市大隅町岩川字川路口1689番８ 指定施業要件のとおり

大保悟 曽於市大隅町岩川字川路口1689番９

小河原静男 曽於市大隅町岩川字西之迫1732番３

野村勇二 曽於市大隅町坂元字土橋585番９

鹿児島県告示第71号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により，次のとおり道路の供用を開始

する。

なお，供用の開始の区間を表示した図面は，平成30年１月26日から２週間，鹿児島県土木部

道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

道路
供用開始

の 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間
の 期 日

種類

県道 伊集院日吉線 日置市伊集院町郡字井手ノ原４番１地先から同市伊 平成30年

集院町郡字池水流1475番１地先まで １月26日

鹿児島県告示第72号

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第

40条の規定により，住宅確保要配慮者居住支援法人を次のとおり指定した。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 住宅確保要配慮者居住支援法人の名称及び住所

特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島
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鹿児島市下荒田四丁目30番５号プレジデント下荒田102号

２ 支援業務を行う事務所の所在地

鹿児島市下荒田四丁目30番５号プレジデント下荒田102号

一般競争入札公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により，物品等の借入について，

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行う。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 入札に付する事項

 借入をする物品等の名称及び数量

県内ネットワーク用ファイアーウォール等機器の賃貸借 一式

 借入をする物品等の特質等

入札説明書による。

 納入期限

平成30年２月28日

 納入場所

入札説明書による。

 借入期間

平成30年３月１日から平成35年２月28日まで

なお，契約は，地方自治法第234条の３及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の17に規定する長期継続契約に該当するものであることから，契約書に「翌年度

以降において，歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，当該契約

は解除することができる」旨の条件付き解除条項を付記する。

２ 入札に参加する者に必要な資格及び審査等

次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

なお，資格審査の結果は，平成30年２月９日までに書面及び電話により通知する。

 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成14年鹿児島県

告示第1481号）第７条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって，

当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

 入札書の提出期限の時点で役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審

査要綱第５条各号のいずれにも該当しない者であること。

 納入しようとする物品の機能等証明書を平成30年２月７日午後５時までに３ののイの

の場所に提出し，当該物品を納入することができることを証明した者であること。

３ 入札の方法等

 入札書の記載

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので，入札に参加する者は，消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 平成30年２月13日午前10時

イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎10階 10－商－２会議室

 入札説明書

ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は，入札説明書

による。

イ 入札説明書の交付場所及び交付期限

公 告
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 交付場所 鹿児島県企画部情報政策課

鹿児島市鴨池新町10番１号

 交付期限 平成30年２月５日正午

４ 契約条項を示す場所及び期限

３ののイに同じ。

５ 入札保証金及び契約保証金

 入札保証金

見積もる契約金額の100分の５以上の金額を，入札説明書に定める方法により，入札説

明書に定める期限までに納付すること。ただし，入札に参加しようとする者が，入札保証

金以上の金額につき，保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し，

当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したときは，入札保証金の納付が免除される。

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には，契約締結後還付する。

 契約保証金

契約担当者が指定する日時までに，契約金額の100分の10以上の金額を，入札説明書に

定める方法により納付すること。ただし，契約の相手方が，契約保証金以上の金額につき，

保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し，当該契約保証保険契約

に係る保険証券を提出したときは，契約保証金の納付が免除される。

なお，契約保証金は，契約履行後還付する。

６ 入札の無効

次のからまでのいずれかに該当する入札は，無効とする。

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

 ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札

 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

 入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又

は入札者の押印のない入札書による入札

 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入

札

 民法（明治29年法律第89号）第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認

めた場合の入札

 送付，電報又は電送の方法による入札

 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札

 その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札

７ 落札者の決定の方法

有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをし

たものを落札者とする。

８ 最低制限価格

設定しない。

９ 契約書案の提出

落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内に，記名押印した契約書の案を提出しな

ければならない。

10 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先

鹿児島県企画部情報政策課情報化推進係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8577

電話番号 099－286－2388

ファックス番号 099－286－5527

…………………………………………………

一般競争入札公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により，物品等の借入について，

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行う。

平成30年１月26日
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鹿児島県知事 三反園訓

１ 入札に付する事項

 借入をする物品等の名称及び数量

毒物劇物取扱者試験及び登録販売者試験の採点システム改良事業に係る機材：ＯＣＲ１

台，ＵＳＢケーブル１個，ＯＣＲデータエントリ１個，パラメーター作成ツール１個の賃

貸借

 借入をする物品等の特質等

入札説明書による。

 納入期限

平成30年２月28日

 納入場所

鹿児島県庁保健福祉部薬務課

 借入期間

平成30年３月１日から平成35年２月28日まで

なお，契約は，地方自治法第234条の３及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の17に規定する長期継続契約に該当するものであることから，契約書に「翌年度

以降において，歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，当該契約

は解除することができる」旨の条件付き解除条項を付記する。

２ 入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成14年鹿児島県

告示第1481号）第７条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって，

当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

 入札書の提出期限の時点で役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審

査要綱第５条各号のいずれにも該当しない者であること。

３ 入札の方法等

 入札書の記載

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので，入札に参加する者は，消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 平成30年２月９日午前10時

イ 場所 鹿児島県庁（行政庁舎７階）会議室７－Ｂ－２

 入札説明書

ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は，入札説明書

による。

イ 入札説明書の交付場所及び交付期限

 交付場所 鹿児島県保健福祉部薬務課薬務係

鹿児島市鴨池新町10番１号

 交付期限 平成30年２月８日午後５時15分

４ 契約条項を示す場所及び期限

３ののイに同じ。

５ 入札保証金及び契約保証金

 入札保証金

見積もる契約金額の100分の５以上の金額を，入札説明書に定める方法により，入札説

明書に定める期限までに納付すること。ただし，次のア又はイのいずれかに該当するとき

は，入札保証金の納付が免除される。

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には，契約締結後還付する。
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ア 入札に参加しようとする者が，入札保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を

被保険者とする入札保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約に係る保険証券を提

出したとき。

イ 入札に参加しようとする者が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地

方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契

約を２回以上にわたって締結し，かつ，これらを全て誠実に履行したことを証する書面

を提出したとき（その者が落札した場合において，契約を締結しないこととなるおそれ

がないと認められるときに限る。）。

 契約保証金

契約担当者が指定する日時までに，契約金額の100分の10以上の金額を，入札説明書に

定める方法により納付すること。ただし，次のア又はイのいずれかに該当するときは，契

約保証金の納付が免除される。

なお，契約保証金は，契約履行後還付する。

ア 契約の相手方が，契約保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を被保険者とす

る契約保証保険契約を締結し，当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

イ 契約の相手方が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と

この契約に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を２回以上

にわたって締結し，かつ，これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したと

き（その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。

６ 入札の無効

次のからまでのいずれかに該当する入札は，無効とする。

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

 ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札

 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

 入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又

は入札者の押印のない入札書による入札

 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入

札

 民法（明治29年法律第89号）第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認

めた場合の入札

 送付，電報又は電送の方法による入札

 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札

 その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札

７ 落札者の決定の方法

有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをし

たものを落札者とする。

８ 最低制限価格

設定しない。

９ 契約書案の提出

落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内に，記名押印した契約書の案を提出しな

ければならない。

10 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先

鹿児島県保健福祉部薬務課薬務係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8577

電話番号 099－286－2806

ファックス番号 099－286－5564

…………………………………………………

一般競争入札公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により，役務の調達について，次

のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行う。
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なお，入札は，地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第３項に規定す

る総合評価一般競争入札の方法によるものとし，同項に規定する落札者決定基準（以下「落札

者決定基準」という。）は，別冊のとおりである。

平成30年１月26日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 入札に付する事項

 調達をする役務の名称及び数量

鹿児島県行政庁舎清掃業務 一式

 調達をする役務の特質等

入札説明書による。

 履行期間

平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

 履行場所

鹿児島県行政庁舎

２ 入札に参加する者に必要な資格及び審査等

次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

なお，資格審査の結果は，平成30年２月20日までに書面により通知する。

 庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱（平成２年鹿児島県告示第

302号）第７条第３項の規定により入札参加資格（Ａ級の格付に限る。）を有すると決定

された者であって，当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

 入札書の提出期限の時点で庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱第

５条第１号，第５号，第６号及び第７号に該当しない者であること。

 本県内に本社を有する者であること。

 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期限の日から本役務の調達落

札決定の日までの間に，物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱

（平成15年鹿児島県告示第416号）第３条の規定による指名停止を受けている者でないこ

と。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第12条の２第１

項第１号又は第８号に掲げる事業の登録を受けている者であること。

 営業開始後２年を経過している者又は営業を停止し，若しくは休止した者で営業再開後

２年を経過しているものであること。

 緊急事態が発生した場合，職員からの連絡後おおむね１時間以内に業務に着手できる態

勢であると認められる者であること。

 業務開始時において，１のの清掃業務に従事する常用の従業員を10人以上有し，かつ，

そのうちに清掃業務に２年以上の経験を有する者を６人以上配置することが可能であると

認められる者であること。

 業務開始時において，１のの清掃業務に従事する責任者として，建築物における衛生

的環境の確保に関する法律第７条に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受け

ている者又は職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）の規定によるビルクリーニング

技能士である者であって，清掃業務の責任者として２年以上の経験を有する者を１人以上

配置することが可能であると認められる者であること。

 １のの清掃業務に必要な機械器具の配備が可能であると認められる者であること。

３ 入札の方法等

 入札書の記載

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので，入札に参加する者は，消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札及び開札の日時及び場所
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ア 日時 平成30年３月22日午後３時30分

イ 場所 鹿児島県庁（行政庁舎１階）１－Ａ－２会議室

鹿児島市鴨池新町10番１号

 入札説明書

ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は，入札説明書

による。

イ 入札説明書の交付場所及び交付期限

 交付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係

鹿児島市鴨池新町10番１号

 交付期限 平成30年２月15日午後５時15分

 技術提案書

入札に参加する者は，入札説明書に定める方法により，平成30年３月７日午後５時15分

までに技術提案書を提出すること。

４ 契約条項を示す場所及び期限

３ののイに同じ。

５ 入札保証金及び契約保証金

 入札保証金

見積もる契約金額の100分の５以上の金額を，入札説明書に定める方法により，入札説

明書に定める期限までに納付すること。ただし，次のア又はイのいずれかに該当するとき

は，入札保証金の納付が免除される。

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には，契約締結後還付する。

ア 入札に参加しようとする者が，入札保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を

被保険者とする入札保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約に係る保険証券を提

出したとき。

イ 入札に参加しようとする者が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地

方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契

約を２回以上にわたって締結し，かつ，これらを全て誠実に履行したことを証する書面

を提出したとき（その者が落札した場合において，契約を締結しないこととなるおそれ

がないと認められるときに限る。）。

 契約保証金

免除する。

６ 入札の無効

次のからまでのいずれかに該当する入札は，無効とする。

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

 ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札

 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

 入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又

は入札者の押印のない入札書による入札

 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入

札

 民法（明治29年法律第89号）第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認

めた場合の入札

 送付，電報又は電送の方法による入札

 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札

 その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札

７ 落札者の決定の方法

有効な入札書を提出し，予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者の中から，

落札者決定基準で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。ただし，最低制限価格

未満で申込みをした者は，失格とする。

８ 最低制限価格
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設定する。

９ 契約書案の提出

落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内に，記名押印した契約書の案を提出しな

ければならない。

10 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先

鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8577

電話番号 099－286－3798

11 その他

 この入札は，この調達に係る平成30年度予算が成立しないときは実施しない。

 この入札に係る契約は，平成30年４月１日に確定する。


